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 第 34回浜田市農業委員会総会会議議事録 

 

令和 2年 11月 25日(水)午前 9時 30分 

浜田市弥栄支所 第 2会議室 A B 

 

1 出席委員 

１番 原田 義一   ２番 岡本  嗣喜   ３番 宮﨑 龍生  ４番 徳田マスヱ 

５番 川本 聖光   ６番 松山 純久   ７番 清水 康彦  ８番 中田 善喜 

１０番 三浦 博文  １１番 渡辺 弘之  １２番 渡邉 弘登 １３番 岡本 健治 

１５番 柿元 信次  １６番 大谷 数義 １７番 佐々岡常喜  １８番 佐々木京子 

１９番 玉田 一 

  

2 欠席委員  

 ９番 林 秀司  １４番 青葉 真 

１推 前田 正典  ２推 田村 邦麿  ３推 橋本 安延  ４推 三浦 寿紀 

５推 小川 明人  ６推 神田  進  ７推 小松原常雄  ８推 近重 邦昭 

８推 河野 恒弘 １０推 野上 省三 １１推 岡田  勝 １２推 大﨑 健太 

１３推 小谷  保雄 １４推 岡本 定文                      １６推 奥迫 忠幸                

１７推 原田 和義  １８推 永見 繁廣 １９推 齋藤  久行 

 

3 事務局出席職員  木屋事務局長 佐々木農地係長 

農林振興課  松本会計年度任用職員 

しまね農業振興公社 植本農地集積相談員 

 



 

2/9 

 

 

 

会  長 

 

 

おはようございます。ただいまから第 34回浜田市農業委員会総会

を開催いたします。 

先般、JAの地区本部の方で農業まつりや産業まつりの野菜品評会

がコロナの関係で一か所にて行われ、表彰式に出席しましたのでそ

の報告をします。全品で 714 点出品があり、非常に優秀なものばか

りでございまして、審査には木屋局長も参加され、JAや西部農林振

興センターも審査をされ、それぞれ賞に入ったわけでございます。

浜田市長賞には浜田の吉川さんの乾椎茸、西部農林振興センター長

には横山の品川さんの西条柿、浜田市農業委員会会長賞には弥栄の

田野島さんの大根が入ったと言うことと、JAしまね組合長賞には金

城の農事組合法人てごの里小国の米が入っております。いわみ中央

地区本部長賞には金城の井上さんのショウガが入り、あと優秀賞や

優良賞等々があったわけです。今年は天候にあまり恵まれませんで

したが、米もカメムシ被害があったりして良くなかったということ

でございます。特に、野菜については高温等によりまして病虫被害

が発生し、全般的に農産物は芳しくなかったように思いますが、多

数の出品があったことは、良かったと思います。以上で品評会発表

の報告を終わります。 

本日の欠席は、9 番 林委員、14 番 青葉委員以上 2 名の方から

欠席の届出が出ております。 

なお、本日の議事録署名者は、15番 柿元委員、16番 大谷委員

です。 

よろしくお願いします。 

 

 

会  長 

 

 

では、議事に入ります。 

議第１号、農用地利用集積計画の策定について、議決を求めます。 

それでは、事務局の説明をお願いします。 

 

 

係  長 

 

 

農業経営基盤強化促進法第18条第1項の規定により、農用地利用集

積計画の策定についてご審議のうえ、農業委員会の議決をいただき

たいと思います。 

それでは座って説明させていただきます。お手元の方に農用地利

用集積計画（案）と利用集積一覧表をお配りしておりますのでそち

らをご覧ください。農用地利用集積計画（案）についてですが、農

業者の皆さまからの申し出に基づいて計画の方を策定しておりま

す。今回、申し出のありました利用権設定は、8 件、10 筆、12,499

㎡となっております。 

申し出のありました利用権設定につきましては、農業経営基盤強

化促進法の第 18 条第 3 項の各要件を満たしていると考えておりま

す。 
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公告日は 11 月 27 日を予定しており、利用権設定については開始

日を令和 2 年 12 月 1 日以降としております。農用地利用集積計画

（案）については、以上でございます。ご審議のほど、よろしくお

願いいたします。 

 

 

会  長 

 

 

以上で、事務局の説明が終わりました。皆様方の中で、何かご意

見がございましたら、ご発言願います。どなたか、ございませんか。 

 

 

会  長 

 

 

無いようですので、今回の農用地利用集積計画案についてご承認

いただける方の挙手をお願いします。 

 

 

委  員 

 

 

～全委員 挙手～ 

 

 

会  長 

 

 

ありがとうございました。それでは、ご承認いただきましたので、

そのように処理いたします。 

 

 

会  長 

 

 

続きまして、議第2号、農地法第3条の規定による許可申請につい

て、事務局の説明をお願いします。 

 

 

局  長 

 

 

農業委員会等に関する法律第 6 条第 1 項第１号の規定により、農

地の所有権移転や農地の転用などの審議をお願いします。 

農地法第3条申請では、農地を耕作目的で売買、貸借、贈与など、

所有権の移転や使用収益権の設定、移転などについて、ご審議いた

だきます。 

総会資料 3 ページからになります。また、別冊の『総会案件現況

写真』及びＡ3版『転用等案件箇所一覧』もご覧ください。 

1号について説明します。申請地は、資料 3ページ、ゼンリン位置

図は 4ページと 5ページ、図面番号①、現況写真は、1ページ上段か

ら 2 ページ下段までをご覧ください。申請地は、旭町今市の田畑で

す。場所は、浜田市旭支所周辺の森谷などです。この申請は、譲渡

人から譲受人が親子間の贈与で、申請地を取得するものです。この

たびの申請地と併せて、譲受人の耕作面積は 34ａ余りとなり、下限

面積基準を満たしております。 

写真をご覧いただくと、農地として管理されていない筆もありま

すが、いわゆる生前贈与であるため、やむを得ない案件だと思われ

ます。 

農地法第 3条申請については、以上 1件です。 
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会  長 

 

 

ただ今、事務局から第 3 条申請についての説明がありました。担

当委員さんから補足説明がありましたらお願いします。 

1号について、3番 宮﨑委員、お願いします。 

 

 

3番 宮﨑委員 

 

 

 ただ今、事務局より説明があったように、親子間の贈与によるも

ので、何ら問題はないと思いますので、よろしくお願いします。 

 

 

会  長 

 

 

以上で、第 3 条申請について説明が終わりました。皆様方から何

かございましたらお願いします。 

ございませんか。 

 では、採決に入ります。 

第 3 条申請についてご承認いただける農業委員の方の挙手をお願

いします。 

 

 

委   員 

 

 

～挙手 多数～ 

 

 

会  長 

 

 

ありがとうございました。以上で農地法第 3 条申請については承

認されましたので、そのように処理をいたします。 

 

 

会  長 

 

 

続きまして、議第 3 号、農地法第 4 条の規定による許可申請につ

いて、事務局の説明をお願いします。 

 

 

局  長 

 

 

それでは、農地法第 4条申請についてご説明いたします。 

農地法第 4 条申請は、農地の所有者など、権利を有する者自らが

農地以外の住宅や駐車場、資材置き場などの用途に転用したいとい

うものです。 

1号について説明します。申請地は、資料 6 ページ、ゼンリン地図

7ページ、図面番号②、現況写真は、3ページ上段をご覧ください。

申請地は、相生町の畑です。場所は、中央図書館から約 400m北の 3-1

町内です。申請地は、農用地区域外、都市計画区域内の用途指定な

しで、農地区分は、第 2 種農地に該当します。当該申請の転用目的

は、個人住宅の庭及び倉庫でありますが、資料 8 ページには顛末書

が添付されており、農地法に関する知識がなく、昭和 36年ごろに無

断で倉庫を整備されています。周囲には耕作されている農地はなく、

影響は無いように思われます。 

農地法第 4条申請については、1件です。 
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会  長 

 

 

ただ今、事務局から第 4 条申請についての説明がありました。担

当委員さんから補足説明がありましたらお願いします。 

1号について、6番 松山委員お願いします。 

 

 

6番 松山委員 

 

 

 先日、神田推進委員と事務局と現地確認に行きましたが、かなり

前から倉庫が建っているらしく、仕方ないのではないかと思います

ので、よろしくお願いします。 

 

 

会  長 

 

 

以上で、第 4 条申請について全て説明が終わりました。皆様方か

ら何かございましたらお願いします。 

ございませんか。 

 

 

会  長 

 

 

では採決に入ります。 

第 4 条申請についてご承認いただける農業委員の方の挙手をお願

いします。 

 

 

委   員 

 

 

～挙手 多数～ 

 

 

会  長 

 

 

ありがとうございました。以上で農地法第 4 条申請については承

認されましたので、そのように処理をいたします。 

 

 

会  長 

 

 

続きまして、議第 4 号、農地法第 5 条の規定による許可申請につ

いて、事務局の説明をお願いします。 

 

 

局  長 

 

 

それでは、農地法第 5条申請についてご説明いたします。 

農地法第 5 条申請は、農地の所有者など権利を有する者から他の

者が権利を取得して、農地以外の用途に転用したいというもので

す。 

1 号について説明します。申請地は、資料 9 ページ 1 段目、ゼン

リン地図は 10ページ、図面番号③、現況写真は、3ページ中段をご

覧ください。申請地は、生湯町の田です。場所は下府駅から約 350m

西の 1 町内です。申請地は、農用地区域外、都市計画区域内の用途

指定なしで、農地区分は、第 2 種農地に該当します。当該申請の転

用目的は、駐車場で、民家と民家の間にある農地のため、影響は少

ないように考えられます。 

2号について説明します。申請地は、資料 9 ページ 2段目、ゼンリ
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ン地図は 11ページ、図面番号④、現況写真は、3ページ下段をご覧

ください。申請地は、浅井町の畑です。場所は浜田駅から約 330m北

西の 5-4町内です。申請地は、農用地区域外、都市計画区域内の第 2

種住居地域で、農地区分は、第 2 種農地に該当します。当該申請の

転用目的は、貸駐車場の計画があり、すでに周囲にアパートや住宅

が建築されている状況であり、隣接地に農地はなく、大きな影響は

ないものと思われます。 

3号について説明します。申請地は、資料 9 ページ 3段目、ゼンリ

ン地図は 12ページ、図面番号⑤、現況写真は、4ページ上段をご覧

ください。申請地は、治和町の畑です。場所は周布駅から約 100m北

東の 2 町内です。申請地は、農用地区域外、都市計画区域内の近隣

商業地域で、農地区分は第 3 種農地に該当します。当該申請の転用

目的は、個人住宅ですが、13ページには顛末書が添付されておりま

すとおり、すでに解体されていますが、倉庫を建築されていたよう

です。周囲は宅地化が進んでいる地域のため、影響は少ないように

考えられます。 

農地法第 5条申請については、以上 3件です。 

 

 

会  長 

 

 

ただ今、第 5 条申請についての説明がありました。担当委員さん

から補足説明がありましたらお願いします。 

1号について、16番 大谷委員、お願いします。 

 

 

16番 大谷委員 

 

 

 先日現地を確認しました。事務局の説明があったように民家と民

家のちょうど挟まれた部分であります。ちょうど住民の方にお話を

聞きましたら、現在はきれいに草などが刈ってありますが、最近ま

で雑草や木が生い茂っていたようで、写真の左の家から右の家はほ

とんど見えない状況にあったようです。農地として復元するにして

も水利の件も難しいと思います。何ら問題はないと思いますので、

よろしくお願いします。 

 

 

会  長 

 

 

 2号について、6番 松山委員、お願いします。 

 

 

6番 松山委員 

 

 

 神田推進委員と事務局とで現場へ行ってみましたが、昔からかど

うかわかりませんが、岩盤だったため、そもそも耕作には不向きだ

と思いますので、よろしくお願いします。 

 

 

会  長 

 

 

 3号について、私が担当のため、補足説明します。 
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会  長 

 

 

 先般、前田委員と現場に行きました。すでに周囲は宅地化になっ

ておりまして、周布駅にも近くて環境的にはいい場所だと思います。

顛末書の件もありますが、問題はないと判断いたしましたので報告

します。 

 

 

会  長  

 

 

以上で、第 5 条申請について全て説明が終わりました。皆様方か

ら何かございましたらお願いします。 

ございませんか。 

 

 

会  長 

 

 

無いようですので、採決に入りたいと思います。 

第 5 条申請についてご承認いただける農業委員の方の挙手をお願

いします。 

 

 

委   員 

 

 

～挙手 多数～ 

 

会  長 

 

 

ありがとうございました。以上で農地法第 5 条申請については承

認されましたので、そのように処理をいたします。 

 

 

会  長 

 

 

続きまして、議第5号、転用統制外証明願について、事務局の説

明をお願いします。 

 

 

係  長 

 

 

それでは、転用統制外証明願、いわゆる非農地証明願についてご

説明いたします。非農地証明は、登記簿上の地目は田や畑などの農

地であっても、農地法が施行された昭和 26年以前から農地以外の用

途で利用されてきたもの、自然災害により被災、埋まってしまった

もの、自然荒廃や耕作放棄により概ね 20年以上放置し再び農地とし

て利用される可能性の無いものなどに対して農業委員会が認めて交

付されるものです。地目変更登記申請などに必要な証明です。 

1号は、資料 14ページ 1段目、ゼンリン地図は 15ページ、図面番

号⑥、現況写真は、4ページ中段をご覧ください。申請地は、瀬戸ケ

島町の畑です。場所は、浜田水産高校から約 270m南西の 2町内です。

当該申請地は、昭和27年頃から雑種地になっているという案件です。 

2号は、資料 14ページ 2段目、ゼンリン地図は 16ページ、図面番

号⑦、現況写真は、4ページ下段をご覧ください。申請地は、穂出町

の田です。場所は、美川公民館から約 1.5km 西の中場町内です。当

該申請地は、年月日不詳により耕作はされておられず、原野化して

いる案件です。 
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転用統制外証明願は、以上 2件です。 

 

 

会  長 

 

 

ただ今、事務局から転用統制外証明願についての説明がありまし

たが、担当委員さんから補足説明がありましたらお願いします。 

1号について、6番 松山委員、お願いします。 

 

 

6番 松山委員 

 

 

 写真に写っているように、砕石が敷いてあり、私が記憶している

限り、現状のとおりのため、よろしくお願いします。 

 

 

会  長 

 

 

2号について、18番 佐々木委員、お願いします。 

 

 

18番 佐々木委員 

 

 

 11 月 16 日に永見推進委員と事務局とで現地を確認しに行きまし

た。写真でお分かりのとおり、セイタカアオダチソウや笹が生えて

おり耕作は困難だと思います。よろしくお願いします。 

 

 

会  長 

 

 

ありがとうございました。以上で、転用統制外証明願についての

説明が全て終わりました。皆様方から何かございましたらお願いし

ます。 

ございませんか。 

 

 

会  長 

 

 

では採決に入ります。転用統制外証明願につきまして、ご承認さ

れる方は挙手をお願いします。 

 

 

委   員 

 

 

～挙手 多数～ 

 

会  長 

 

 

 ありがとうございました。以上で転用統制外証明願については

承認されましたので、そのように処理をいたします。 

続きまして、協議、報告事項について、事務局の説明をお願いし

ます。 

 

 

係  長 

 

 

それでは、認定電気通信事業者等が行う農地転用届について報告

いたします。 

1号は、資料 17ページ、ゼンリン地図は 18ページ、図面番号⑧、

現況写真は、5ページをご覧ください。届出地は、三隅町三隅の田で

す。場所は、三保三隅駅から約 270m西の岡崎です。この届出は、令
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和 2年 12月 18日から令和 3年 1月 31日を工事期間として、携帯電

話の基地局を設置する計画です。 

以上、報告します。 

 

 

会  長 

 

 

以上で報告が終わりました。この件につきまして、皆様方から何

かありましたらお願いします。 

 

 

会  長 

 

 

その他事務局からありましたらお願いします。 

 

 

係  長 

 

 

それでは、続きまして、お配りをさせていただいております、「農

地機構だより」第25号について、しまね農業振興公社から説明して

いただきます。 

 

 

振興公社 植本 

 

 

(農地機構だより第25号の説明) 

 

係  長 

 

 

事務局からは、その他の報告などはありません。 

 

 

会  長 

 

 

そのほかについて、皆様方から何かありましたらお願いします。 

ほかにありませんか。 

皆さん、コロナウィルスやインフルエンザに気を付けていただき、

健康には十分ご留意ください。 

以上を持ちまして、第 34回総会を終了します。 

 

終了 午前 10時 05分 

以上、本日の議事の顛末を記録し、相違ないことを認め署名する。 

 

  議   長 

 

 

  委   員 

 

 

  委   員 


